
             

 

 

 

 

～災害時の救助活動と被災者のこころのケアの協力体制を築く～  

 

大規模な災害時において、災害初期における行方不明者の捜索、被災者のこころのケア、

被災ペットの飼育支援が重要な課題となっております。 

 このことから、災害時において本市の要請に基づき、災害救助犬及びセラピードッグが

迅速に出動できるよう協定を締結しますので、お知らせします。 

 

１ 協定者 

特定非営利活動法人日本レスキュー協会 

 

２ 協定概要 

和歌山市内において、災害が発生した場合に本市の要請に基づき、災害救助犬による

行方不明者の捜索活動、セラピードッグによる被災者のこころのケア、同行避難してき

た被災ペットの飼育支援が実施されます。 

  

３ 協定締結式 

（１）日時 令和７年２月３日（月）１０時００分 

（２）場所 和歌山市役所本庁舎７階 記者会見室 

（３）出席者 

   ・特定非営利活動法人日本レスキュー協会    

理事長     多田
た だ

 修
おさむ

 様 
     セラピードッグ ハッピー号 
             みらい号 
                                  
   ・和歌山市    

和歌山市長    尾花 正啓   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 総合防災課 

担 当 者 松林 

電    話 （073）435－1199 

内  線 5017 

記 者 発 表 

 

 
令和７年１月１６日 

  
ハッピー号                みらい号 

犬種：ラブラドール・レトリバー       犬種：トイプードル 

災害時における災害救助犬及びセラピードッグの出動に関する協定について 


